
第 ３８ 号議案  

 

国立市権利擁護支援審議会条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

    令和 ６ 年 ６ 月 ６ 日 

 

 

     提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、成年

後見制度を含めた総合的な支援としての権利擁護支援に関する事

項について調査及び審議を行うため、国立市権利擁護支援審議会

を設置するものである。 

 

 

国立市権利擁護支援審議会条例案 

 

（設 置） 

第 １ 条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８

年法律第２９号。以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、成年後見制度を

含めた総合的な支援としての権利擁護支援（以下単に「権利擁護支援」と

いう。）に関する事項について調査及び審議を行うため、国立市権利擁護

支援審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 ２ 条 審議会は、市長からの諮問に応じて、次に掲げる事項について調

査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。 

(１) 権利擁護支援に係る計画（次号において単に「計画」という。）の

策定に関すること。  

(２) 計画の進捗状況の把握、点検、評価等に関すること。 



(３) 前２号に掲げるもののほか、権利擁護支援に関して市長が必要と認

める事項 

（組 織） 

第 ３ 条 審議会は、委員１４人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 ２人以内 

(２) 弁護士 １人以内 

(３) 司法書士 １人以内 

(４) 社会福祉士 １人以内 

(５) 社会福祉法人の役員又は職員 ３人以内 

(６) 成年後見制度に関する事業に従事する者 １人以内 

(７) 介護保険被保険者 １人以内 

(８) しょうがいしゃ又はその関係者 ３人以内 

(９) 市民 １人以内 

（任 期） 

第 ４ 条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とす

る。ただし、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第 ５ 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議及び議事） 

第 ６ 条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

 （意見等の聴取） 

第 ７ 条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出

席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（支援者の同席） 



第 ８ 条 会長は、委員がしょうがいしゃである場合において、当該委員の

しょうがいの特性により必要があると認めるときは、当該委員の介助、発

言の補助その他必要な支援を行う支援者を会議に同席させることができる。 

２ 市長は、前項に規定する支援者が会議に同席したときは、当該支援者に

対して謝礼を支払うことができる。 

 （庶 務） 

第 ９ 条 審議会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。 

 （委 任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
 

付 則 
 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和４９

年１１月国立市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第７９号を第８０号とし、第５７号から第７８号までを１号ず

つ繰り下げ、第５６号の次に次の１号を加える。 

(57) 権利擁護支援審議会委員 

第４条中「第２条第１６号から第７６号まで」を「第２条第１６号から

第７７号まで」に改める。 

第５条第１項中「第２条第７７号から第７９号まで」を「第２条第７８

号から第８０号まで」に改める。 

別表第２中 

「  

地域福祉計画審議会委員 〃  ９，１００円  を 

                            」 

 「 

地域福祉計画審議会委員  〃  ９，１００円 
 に改める。 

権利擁護支援審議会委員  〃  ９，１００円 

                            」 


